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序　　　文序　　　文序　　　文序　　　文

　日本国政府は、ペルー国政府からの技術協力の要請に基づき、同国のペルー水産加工センター

アフターケアーの実施に係る調査を行うことを決定しました。

　これを受け国際協力事業団は、平成 12 年 11 月 29 日から 12 月 22 日まで国際協力事業団森林

自然環境協力部　狩野　良昭を団長とするアフターケアー調査団を現地に派遣し、ペルー国政府

関係者と協議を行うとともに、計画実施予定地の現地調査を実施しました。また、帰国後、国内

作業を経て、調査結果を本報告書にとりまとめました。

　この報告書が、本計画の実施の指針となるとともに、この技術協力事業を通じ両国の友好・親

善が一層発展することを期待いたします。

　終わりにこの調査にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表し

ます。

平成 13 年 1 月

国際協力事業団
理事　後藤　洋



調査要約調査要約調査要約調査要約

１　 標記調査を、2000 年 11 月 30 日から 12 月７日まで実施した（なお、岡村団員のみは引き

続き 12 月 19 日まで当地にて補足調査を実施)。

この間、大使館、ＪＩＣＡ事務所での打ち合わ他、漁業省（Ludwing Meier 大臣、Miranda

計画局長、他)、水産加工センター（Salvador Carrion 理事長、他）との意見交換を行っ

た。

２　 ペルー側との検討結果を踏まえ 12 月６日、別添の Minutes of Understanding を先方ＩＴＰ

理事長との間で署名した。

３　 水産加工センターに対しては、1975 年から 1984 年の期間、プロジェクト方式技術協力を

実施した（この間、合計約５億円の機材を供与)。さらに 1976 年から 1978 年には水産無償

資金協力にて主に施設を中心にして協力を行っている（無償資金協力の金額は約５億円)。

協力終了後、供与機材は 20 年が経過し老朽化が著しいが、手入れもよく一部使用の激しい

機材が不調となっているものの、大半は機能が低下しているにも拘わらず、今でも活用さ

れている。また、センターの活動もスタッフ 140 名（うち 60％が大卒の技術者）は、それ

ぞれの部門で精力的に取り組んでおり、志気は高いものであった。

４　 水産加工センター側は、過去のプロジェクト方式技術協力、及び、技術協力終了後、実施

された第三国研修を通じて構築された日本との協力関係を活かしつつ、今後とも日本との

協力により、水産加工センターの機能を強化していきたいとの強い意見を有していた。

５　 水産加工センターは最近、民間水産加工業者向けの、豊富な水産資源を利用した付加価値

の高い製品の製造技術開発（既に 300 種の水産加工品を試作開発）及び、その技術普及、

研修を行っている。ここ２－３年、積極的に民間業者に出向く等、普及活動を強化してお

り、民間への技術移転実績としては、すり身加工 1 社、缶詰４－５社、塩蔵加工 100 社等

への移転がなされ、他にも興味を抱いている企業が近年見られるとのことであった。

また、公的な活動の一つとして政府の要請により貧困者向けの水産加工品（缶詰、かまぼ

こ、冷凍魚）を安価に製造し売却しており、運営経費の 50％を自己収入によって賄うなど、

公的な機関の性格を活かしながら自主的な運営の努力も図っている（この他にも金額的に

は少ないが、製品の品質検査を民間会社から受託し収入を得ている)。



６　 本調査実施に関し、フジモリ大統領の罷免に伴い、漁業大臣、センター理事長が交代した

ため、政府の方針変更により、何らか先方側対応に変更が生じることを危惧したが、新大

臣、理事長ともに本センターには過去にかかわったことがあり、よくセンターの役割を理

解しており、協力を進める上で支障がないことが確認された。

７　 本協力要請は協力終了後、20 年が経過していること、及び、機材の更新が中心の内容のた

め、過去の協力終了後の自立性の観点から協力の妥当性を検討した。

協力終了後、経済の低迷、政府の混乱の中で政府資金が不足し運営に大きな支障があった

ことは事実であり、このため、機材更新に資金を充当する余裕がなかったのはやむえな

かったと思料される。

しかしながら、最近では、少ない運営収入を腐心し既供与機材の冷凍機の更新のため冷凍

機 2 基を購入していること、及び、独自に原料残滓処理施設（飼料製造）の建設、等、自

立的運営の努力も最近では見られるようになっている。また、先方も日本の協力の方針で

ある「持続的発展」を理解している。

このことから、水産加工センターのより一層の強化発展を促すために、アフターケアー協

力によって、日本の協力効果を長く維持することは妥当であると思われた。

８　 今回要請された機材を調べると、老朽化が著しく交換が望ましいと思われるものを購入す

ると約２億円くらいに相当することが判明した（３－２－６参照)。先方より優先順位を確

認し、予算との兼ね合いで協力方法を考える必要があるが、Ａ／Ｃ協力スキームでの限度

を越えるものであるので、本調査の結果を持ち帰り、日本にて今後の進め方を検討するこ

ととしたい。
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水産加工センター（ＩＴＰ：Instituto Tecnologico pesquero del Peru）

Salvador Carrion, Executive President ITP

Pablo Carriquiry, Executive Director ITP

Carlos Alegre, Technical Advisor
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Miguel Gallo, Technology Transfer and Training Director

Hectro Rusas Plati, Cooperation Direcotr

首相府国際技術協力局

Tula Luna Moncayo, Directora General de Operaciones de Cooperacion Tecnica

Internacional

鹿野　正雄（開発計画ＪＩＣＡ派遣専門家）

日本大使館

長崎　輝章　公使、総領事

鈴木　俊幸　一等書記官

松田　和男　二等書記官

河本　康秀　二等書記官

熊谷　正紀　二等書記官

海外漁業協力財団

宮下　悳雄

茂木　信正

ＪＩＣＡペルー事務所

内田　智允　所長

三義　望　所員
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２．協議結果２．協議結果２．協議結果２．協議結果

2-12-12-12-1　　　　要請内容要請内容要請内容要請内容・背景・背景・背景・背景

2-1-1　要請に対する背景

(１) 水産業の現状と問題点

　ペルーの太平洋岸は、栄養塩類を豊富に含んだフンボルト寒流の影響を受け、アン

チョビ、いわしを中心として、あじ、さば等の世界有数の豊かな漁場を形成している。

1950 年代後半から魚粉生産を目的とするアンチョビの巻き網漁業が急速に発展し、1970

年代に入って漁獲量は 1,200 万トンを超え、世界一を誇るに至ったが、その後、水産資

源を無視した乱獲や「エルニーニョ」等により、72 年後半からアンチョビの不漁が顕著

になり、83 年には 150 万トン程度まで漁獲量は急減した。その後回復を続け、93 年には

700 万トン近くの水準まで回復している。

　水産業は国内総生産への寄与率では１％程度と少ないが、93 年の輸出額では、魚粉、

水産缶詰などを含めて８億 360 万ドル（うち魚粉５億 4,150 万ドル）と全輸出額の

23.2％を占める重要な輸出産業となっている。

　水産業の中心は、魚粉魚油向けの漁獲であるが、政府は、水産物を国民の蛋白源とし

て活用するため、魚食普及の拡大を目指している。また、漁業規模が零細で、沖合の資

源は十分に活用しておらず、当面自国船による漁業が発達するまでは、国内漁業に影響

を及ぼさない範囲で外国の漁船による入漁を奨励することとしている。オオアカイカに

ついては、1992 年からトン当たり単価の公開入札による漁業権付与を開始し、日本、韓

国の漁船が入漁しており、貴重な外貨収入となっている。

　『ラテン・アメリカ事典-1996 年版-』1996 (社)ラテン・アメリカ協会

総漁獲量推移（浮魚漁獲量との比較：93-97 年） 単位：ＭＴ

年度 1993 1994 1995 1996 1997

浮魚漁獲量（ＭＴ) 8,772,509 11,693,150 8,529,359 9,118,695 7,484,614

総漁獲量（ＭＴ） 9,009,639 12,005,120 8,943,111 9,521,960 7,877,252

出典：FAOSTAT Database（主な浮魚は、ペルーカタクチイワシ（アンチョベータ)、チリマアジ、南米

マイワシ等）

総漁獲量推移（浮魚漁獲量との比較：67-97 年） 単位：ＭＴ

年度 1967 1977 1987 1997

浮魚漁獲量（ＭＴ） 9,947,100 2,248,276 4,360,242 7,484,614

総漁獲量（ＭＴ） 10,056,700 2,503,157 4,587,586 7,877,252

出典：FAOSTAT Database
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(２) 水産加工業

　前述のとおり、ペルー水産業は多獲性魚である浮魚の漁獲が大半を占めていることが

特徴的あり、水産加工産業もアンチョビータを主な原料とした付加価値の低い魚粉、魚

油が主で付加価値の高い缶詰製造等は少ない。付加価値を高めることにより、水産加工

業界の生産額を向上させる必要性が認識され 2000-2005 年漁業分野戦略プランの中でも

水産資源の付加価値増大推進を図って行こうとしている。

　しかしながら水産加工産業は、エル・ニーニョの影響により資源量（主に浮魚資源）

増減が非常に大きく、機械の稼働率の変動が大きく（不漁時には回転率がさがるため)、

経営が不安定なため、依然、旧式の機器に依存している。

主要水産加工品生産量推移（1967-1997 年） 単位：ＭＴ

年度 1967 1977 1987 1997

魚粉（ＭＴ） 1,806,400 496,954 821,357 1,597,134

浮魚魚油（ＭＴ) 291,800 106,447 109,086 330,042

浮魚缶詰（ＭＴ) 13,200 49,591 78,535 123,649

出典：FAOSTAT Database

　1999 年の統計によると、総輸出額（FOB US$）の約 82％を付加価値の低い魚粉・魚油

が占めており、主な輸出先（上位５位）としては、中国（19％)、アルメニア（10％)、

台湾（８％)、フランス（６％)、日本（６％）となっている。

(３) 水産物消費

　ペルーからチリ北部にかけての海岸地方は、南からあがってくるフンボルト海流のお

かげで、海産物の豊富な水域となっている。市場ではチータ（クロダイ)、レングァード

（ヒラメ)、コルビーナ（ニベ)、ボニート（ハガツオ)、ペヘレイなどの魚や、タコ、イ

カ、カニ、エビ、チョロ（イガイ)、アルメハ（ハマグリに似た貝）など新鮮な魚介類が

たくさん並べられている。

　これらの新鮮な魚貝類を利用した、セビッチ（新鮮な魚やタコ、イカ、貝類などを材

料に薄く切ったタマネギやアヒ（ペルー の唐辛子）などを加え、レモンの汁をかけたも

の）やチュペ・デ・カマロン（エビと米を煮込み、ジャガイモ、アヒを入れ、熱いうち

に卵とミルクを落とし煮こんだ雑炊風の料理)、パリウエラ（コルビーナやコヒノなどの

魚とホッキガイやイガイ、マッチョなどの貝とともに、カニをまるごと大きな銅に入れ

さらに野菜を加えて塩で味付けをしたスープ）がペルー魚料理として有名である。



－5－

　一般的にはやはり他のラテンアメリカ諸国同様、肉食の嗜好性が高いと言えるが、

｢ペ」国における魚貝類供給量は、年度格差（下記表参照）があるものの年間約 20kg/年

以上はあり、中南米平均（10kg/年以下）を大きく上回っている。

水産物供給量変化（1963-1998 年） 単位：kg/人

年度 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998

水産物供給量 11.1 10.9 23.9 21.1 11 22.7 19.3 26.3

出典：FAOSTAT Database

　しかしながら現在、同国における水産物消費量は一人あたり 14kg と言われており、こ

れは供給量に比較し少いため、今後、缶詰、その他の加工食品による魚食普及の裾野の

拡大が国民の動物性タンパク質摂取の観点から将来的に見込まれている。

2-1-2　要請内容

　現在、ＩＴＰでは本来業務である研究・訓練活動に加え、低所得者層を対象とした低コス

ト・高栄養値の水産食品の生産・供給を実施している。更に 1984 年から 1998 年にかけて近隣

諸国に対し第三国研修を通じた水産加工分野研修を実施し中南米域水産加工分野の技術向上に

貢献している。

　しかしながらＩＴＰの加工機械は、プロジェクト方式技術協力終了後（水産加工センタープ

ロジェクト：1975 年-1984 年)、15 年以上経っており、メンテナンスを行いながら使用してい

るものの、新たな技術の導入が必要になっておりペルー及び中南米の水産加工にかかる中核的

役割を強化するためにアフターケアー要請がなされた。

2-1-3　対象魚種

　冷凍、缶詰の２つのエリアの設備強化により、民間会社を指導し、低所得者層への魚食の普

及を実現するため、資源量が豊富で安価な魚種として「アンチョビ｣、｢イワシ｣、｢サバ｣、｢ア

ジ」を考えている。

　理由としては、ペルーで一年中漁獲される魚種であることから食用加工原料として適してい

ると判断されるためである。なお、現在、アンチョビは主に魚粉として利用されているが、一

部「セビチェ」として食され、他の魚種については近年食用としての増加傾向が見られる。

2-22-22-22-2　協力期間　協力期間　協力期間　協力期間

　2001 年から 2003 年の２年間（但し、プロジェクト開始時期に関しては、ペルー国前大統領ア
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ルベルト・フジモリ氏が罷免されたことにより、現在暫定的な政権のため、2001 年７月の新大

統領就任後（大統領選挙は 2001 年４月）の予定)。

2-32-32-32-3　専門家派遣　専門家派遣　専門家派遣　専門家派遣

　必要に応じて短期専門家を派遣する。

（以下、暫定派遣案：期間：２年間）

専門家数 専門分野

１名 冷凍設備の据付け、運転及びメンテナンス

１名 冷凍食品加工技術

１名 缶詰設備の据付け、運転及びメンテナンス

１名 缶詰加工技術

2-42-42-42-4　研修員派遣　研修員派遣　研修員派遣　研修員派遣

　協力期間内に４名程度の本邦研修を予定。

研修員数 専門分野

２名 冷凍食品加工技術

２名 缶詰加工技術

2-52-52-52-5　機材供与　機材供与　機材供与　機材供与

　別添機材リスト参照

2-62-62-62-6　その他　その他　その他　その他

　今回の調査において、ペルー国側よりＡ／Ｃ要請のあった機械の検討にあたって、要請機械の

性能等について予算的にも再検討が必要と判断されるため、引き続きその内容について検討する

必要がある。
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３．プロジェクト実施上の留意点３．プロジェクト実施上の留意点３．プロジェクト実施上の留意点３．プロジェクト実施上の留意点

3-13-13-13-1　実施体制　実施体制　実施体制　実施体制

3-1-1　実施体制組織及び事業内容

　ペルー水産加工センター（ＩＴＰ）は、1979 年大統領令により漁業省の外郭団体として水

産に関する総合的な科学技術研究を実施するために設立された。（法律第 92 号によって規定

されている。）

　ＩＴＰの設立目的は以下のとおり

(１) 技術調査・研究を実施し、｢ペ」国内の民間加工会社に水産加工技術を伝えることによ

り、｢ペ」国民への魚食普及（「ペ」国民の現在の魚食量は 14kg／人）を促すこと

(２) ｢ペ」国政府の貧困者層への食料援助計画に基づく水産加工品を製造すること

　現在、ＩＴＰにおける職員数は総勢約 140 名で、内技術者（研究職）が 60％（全て大卒者)、

残り 40％が事務管理部門職となっており、それぞれの部門で精力的に業務に取り組んでおり、

士気が高いことが確認された。

　ＩＴＰ製品の販売及び配布状況については、製品の多くは漁業省の買い上げにより、貧困層

への食料対策として、ＰＲＯＮＡＡと呼ばれる支援組織を通じて人民食堂や山岳地帯等へ供給

している（一部については、リマ市内にある日系人会館等で展示販売している。）ほか、ＩＴＰ

本部、観光工業省、ペンタニージャ水産卸市場内に設けられている３カ所の直営売店で販売さ

れている。

　人民食堂は、リマ市内だけで 4,200 カ所以上あり、１カ所での需要数は 100 食／日以上であ

り、ＩＴＰはこの人民食堂において魚等の栄養特性について指導を行っている。

　フジモリ大統領の罷免に伴い、漁業大臣、ＩＴＰ理事長、同所長が交代したため、政府の政

策の変更等により、先方側対応に何らかの変更が生じることを強く危惧していたが、新漁業大

臣、ＩＴＰ理事長ともに本センターには過去に関与していたこともあり、本センターの役割・

「ペ」国における重要性を良く理解しており、本協力の実施に当たり前向きな姿勢が確認され

た。また、現在「ぺ」国政府は国営企業体・組織の民営化を推進しており、ＩＴＰの動向につ

いても憂慮されたが、漁業省、技術協力省での協議の中で、最終的には漁業者を支援すること

に繋がるＩＴＰの民間への技術移転は、政府が実施するべきものであるとの認識のもと、民営

化は考えていないことが確認された。

　以上のように、本調査実施の時点では実施体制について問題はないと思料されるが、｢ペ」

国政府の政治、国内情勢等の変化には引き続き注視していく必要がある。
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3-1-2　実施機関予算

　ＩＴＰの運営費（99 年度予算）はその 71％（5,498 千ソル：１＄≒3.5 ソル）が国家からの

割り当てであり、残り 29％（2,220 千ソル）が独自歳入（製品販売利益）となっている。1995

年から 1999 年までの国家からの割り当てについては、概ね 3,600 千ソルから 5,700 千ソルの

間で推移している。因みに 2000 年度については、50％が国家からの割り当てとなっており、

今後は製品販売を増やしたい意向を有している。

　また、協力に伴い必要となった経費については経済協力局所管の国際技術協力に係る予算か

ら支弁する可能性もあるとのことであった。ＩＴＰの計画については、ＩＴＰが設置・運営計

画を策定し、議会の下部組織である諮問機関に諮り（ＩＴＰが策定したことは確実に認められ

ることとなっている。)、その後大統領府に諮り、外務省に連絡されるシステムとなっている

とのことであった。

　しかしながら、現在「ペ」国に開発計画のＪＩＣＡ専門家として首相府国際技術協力局に派

遣されている鹿野正雄専門家の情報では、運営費を初めとして予算の確保のシステムは確立し

ているものの、これまでの経験から計画通り円滑に予算が確保される確実性は低く、漁業省等

からの聞き取り調査の結果を 100％信用することは避けるべきとのことであった。

したがって、ＩＴＰの運営費、機材の設置費用等の確保については、引き続き注視していくこ

とが必要である。

ＩＴＰ収入額及び収入源（1995-1999 年） 単位：千ソル

　　　　 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年

国庫割り当て 3,601 4,588 4,118 5,703 5,498

独自収入 1,397 2,218 3,357 2,858 2,220

合計 4,998 6,806 7,475 8,561 7,718

自主財源内訳（2000 年） 単位：ソル

ＩＴＰ(1) 2,498,594.4（内 836,292 が PRONA）

ＩＴＰ(2) 2,498,594.4（内 836,292 が PRONA）

検査料 302,524

その他収入 12,826.28

PRONA 2,787,640

前期積立金 329,320

合計 5,717,435.69
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3-1-3　カウンターパート配置計画

　カウンターパートについては、現在のところ確定はしていないが、Julio Nagahama 氏（産

業開発サービス部部長)、Hector Rivas-plata Cabrera 氏（技術協力促進部部長）及び Miguel

Callo Seminario 氏（ＩＴＰ技術移転・訓練部長）が候補者であることが確認された。

カウンターパートの確保については、過去にプロジェクト方式技術協力実施の実績もあること

から、我が国の技術協力について良く理解しており、また「ペ」国側も本アフターケアー協力

を切実に望んでいることから、確実に確保されると判断される。（Ｃ／Ｐ候補については、別

添資料参照）

3-1-4　建物、施設

　施設については、1976 年から 1978 年に我が国の水産無償資金協力にて供与されたものと殆

ど変更はないが、少ない運営資金を苦心して冷凍機２基を更新しているほか、独自に原料残滓

処理（飼料製造）施設の建設が行われており、自立的運営の努力も行われている。

3-1-5　その他

(１) 他機関との連携

　ＦＡＯプロジェクト

１) ＦＡＯと漁業省の調印に基づく技術協力案件で、ＩＴＰはその実施機関として 2000

年 10 月開始した。

２) プロジェクトはリマを中心として、生鮮イワシとアンチョビーが国内で容易に購入

され、食卓に上がることも目標としている。従って、プロジェクトは零細漁民を対象

とした漁獲後の保蔵（水氷を使用した零細漁船の漁槽の改造を実施中)、流通、調理方

法の改善と魚食普及活動（人民食堂の調理品コンクールもその一環)、マーケットリ

サーチを行っている。

　その他、ＡＥＩＣ（AGENCIA ESPANIOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL：スペイン）

がヨーロッパとアメリカの市場へ青魚（主にアンチョビー）の加工品を輸出するための

研究を行っており、これらから得られた情報は、本アフターケアー協力の上位目標（水

産食品産業の技術開発の促進及び低所得者層への水産食品供給への貢献）を達成するた

めにも極めて有益なものと思料されるところ、必要に応じて情報交換等の連携を行うこ

とが有益である。
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(２) ラテンアメリカ諸国との情報交換

１) ＪＩＣＡの第三国研修スキーム（1984 年～1998 年）を通じ 15 年間で 19 カ国、252

人のラテンアメリカ諸国技術者への訓練の他に個別研修員の訪問とペルー技術者の相

手国への訪問、技術情報の交換を行っている。

２) 定期的な研究成果の情報交換は実施していない。

３) 定期的な交流は無いが、以下の組織との交流は深い。（しかしながら、ラテンアメ

リカにおいて水産加工研究所はペルーだけであり、ほとんどは相手機関からの研究資

料の請求である。）

　-Instituto Nacional de pesca （エクアドル）

　-Centro Investigaciones Pesqueros （キューバ）

　-Instituto de Fomento Pesquero de Chile （チリ）

　-Instituto de Fomento Pesquero de Uruguay （ウルグアイ）

　-Secretaria de Pesca （各国漁業省）

(３) 食品加工研究機関、訓練機関等

１) Instituto Nacional de Desarrollo Alimentacion （国立食料開発研究所)、Centro

Internacional de desarrollo Papa（国際ジャガイモ開発研究所）とＩＴＰがある。

この他に大学の水産学部が７～８部ある。また、中等教育機関として漁業、栄養学を

教える学校もある。空港の近くに農業の中等教育を行うマネージメント訓練所がある。

２) 輸出に関連して、食品分析、証明書を発行する機関として Laboratorio

Certificacion Oficiale があり、ＩＴＰの他に政府から承認された民間会社が６～７

社がある。

(４) 留意点

　本アフターケアー協力の実施に際し、我が国から更新機材の導入にあたり、既存供与

機材の中から大量の不要機材等が出ることが予想されるため、当該不要機材等の的確な

処分方法等について留意することが肝要であり、また、我が国の技術協力はあくまでも

相手国の自立発展を目的としていることから、｢ペ」国側も我が国の技術協力の方針を良

く理解していると思われるものの、再び本件のような協力を実施することは極めて困難

であることを再認識させていくことが必要である。
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3-23-23-23-2　実施計画　実施計画　実施計画　実施計画

3-2-1　協力の予定分野の計画

(１) 協力の予定分野

　ペルー国の水産行政の最大目標は水産物の付加価値の向上と安価・高栄養の水産物食

品の消費の拡大にある。ＩＴＰはこれを受けて、(１) 低所得者層の食料改善の為の安

価・高栄養の水産物食品の開発と普及、(２) 国家プロジェクトによる貧困層への食料供

給、(３) 水産物の輸出を行っている民間企業への商品の開発・品質の向上の為の技術支

援、(４) 国内市場向けの加工業者への技術支援等の他、(５) ラテンアメリカ唯一の水

産物加工研究センターとして近隣諸国の漁業省および関連機関への技術移転を実施して

いる。

　この様な背景から、要請された研究・開発機材はそれぞれ以下の背景と目的を有して

いる。

１) 缶詰

　高地、遠隔地での保存食としては、悪路による輸送、保蔵期間等から缶詰に優る貯

蔵方法はないことから、国内でも重要な加工分野と見なされている。特に内陸部の貧

困層への食料供給源として安価・高栄養の水産物食品の開発と缶詰加工は重要である。

また、付加価値のある水産物の輸出商品として国内缶詰産業への支援強化を始めてい

る。

　将来は、缶詰容器に変わる安価な熱整形プラスチック容器の利用に適した水産物食

品の開発が求められており、これらの缶詰あるいはプラスチック容器を利用した水産

物加工食品の開発と普及の促進が求められている。

２) 冷凍

　大都市周辺では冷蔵庫の普及も進行している。冷凍は缶詰等に比べ安価な保蔵方法

であり、大都市の底辺に生活する低所得者層への安価・高栄養の水産物供給の最善の

方法であると共に魚食普及の要と考えており、冷凍食品の普及は地域が限定される反

面、重要性の高い開発分野と認識している。

３) 分析機器

　ＩＴＰの機能として輸出食品の検査機構としての役割がある。また、新たな法律の

施行により、ＩＴＰは国内の水産物加工工場の検査と技術支援を定期的に実施する事

となった。このため、これらの業務に必要な分析機器が必要とされている。

　以上の状況から、要請の機材の重要性に鑑み、缶詰、冷凍、分析の三分野を検討対象

とする。
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(２) 協力の方針

　約 25 年前に開始された技術協力時代に導入された機材の多くは、現在も使用されてい

る。特に研究機関の運営上不可欠な施設、機材は自助努力により機器の整備、機材の入

れ替え等を行っており、維持・管理能力は高い。今回の協力要請は自助努力のみでは解

決困難な機材の調達にあるが、以下の検討結果により、新規調達を行うことが望ましい。

１) 機器能力の不足

　ＩＴＰが実施している貧困層への食料供給、あるいは魚食普及の為の安価・高栄養

の水産物食品の開発と供給の為、最大日産２トンの製造能力を目標としている。一方、

現在使用されている機材の大多数は実験規模の機材であり、到底、生産目標を達成す

るには機材の能力が不足している。

　また、各省庁、政府関連機関の予算は数年来大幅に削減されてきた。この結果、Ｉ

ＴＰの 2000 年の政府予算は活動予算の 50％程度であった。この様なことから、ＩＴＰの

活性化のためにも国家予算とは別の収入源を確保しなければならない状況下にあり、

生産目標は食料供給、普及の目的達成のみならず、組織の財政面の強化にもつながる

妥当な目標と考えられる。

２) デモンストレーション効果

　ペルーの民間企業のレベルアップの為、加工製品のみならず製造工程のデモンスト

レーションも必要とされている。新しい加工機械の使用による加工食品の多様性、経

済性、国際衛生基準への認識等も重要視されている。

3-2-2　専門家派遣計画

(１) 据えつけに関する専門家派遣

１) 今回選定した第三国調達品のほとんどのメーカーは、現地に代理店を有し、代理店

を通じてメーカーへのコンタクトが可能である。従い、据えつけ要領、要点を確認し

さえすれば現地の電気、配管、重量物運搬業者を雇用しての据え付けは可能である。

但し、以下の点で日本からの技術支援が行われることにより一層の効果が期待できる。

２) 機器配置計画への支援

　かなり大型の機材（全長６m）が３台もある事や既存機器と新規導入機器の有機的な

結合、スペースの有効利用等を考えると機器配置計画の立案に対する技術支援が望ま

しいと考える。

３) 据えつけ支援

　調達機器は多種にわたるが機械の据え付けの原点、注意点等は共通点が多く、欧州

製品であってもその基本は変わらない。従い、据えつけ段階で技術支援を行うことで
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メーカー・現地代理店、施工業者をより有効に活用する事が可能となる。

3-2-3　研修員受入計画

　多くの要請機材は、既に小規模ながら運転経験を有するかあるいは過去に使用した食品加工

機械の延長線上にあり、運転・操作技術に大きな飛躍はない。一部の機材については新たな技

術導入となるが、現地には代理店もあり、導入機材の運転・操作技術上の大きな問題はない事

が確認された。

　従い、先方実施機関の要望としては、水産物加工の先進国である日本の最新の冷凍食品、缶

詰製品、レトルト加工食品等の知識の拡大にあり、この様な水産加工分野の技術習得と商品知

識の習得から自国の魚食普及商品の開発ヒントを得たいとの希望が表明された。

3-2-4　機材供与計画

　機材リスト、価格明細書および要請機材仕様書を添付する。

　　①機材リスト（優先順、価格表付き）

　　②機材価格明細書（優先順）

　　③機材仕様書

3-2-5　第三国調達機材（納期、保証・支払い条件等）

(１) 納期

　製品の納期は、サイト搬入まで最大で６ヶ月と推定される。内訳は以下の通り。

１) 製造期間： 正式発注後最大で４ヶ月

２) 船積み、海上運送、カヤオ港陸揚げ迄： 約 1.5 ヶ月

３) 通関、サイト持ち込み迄： 0.5 ヶ月

(２) 支払い条件

　メーカー指定あるいは同等の信頼できる銀行のＬ／Ｃの発行が条件となっている

１) 高額機器 契約時：30％、船済み証券の呈示：60％、出荷後 30 日：10％

２) 一般機器 船済み証券の呈示により 100％の支払いを受ける

(３) 保証期間

１) 基本的には１年間の保証期間付き、

２) 但し、一部のメーカーでは機械部分に１年、電気部分に半年の保証期間を条件とし

ている機材もある。
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３) 電気部分の半年の保証期間を１年に延長することは、入札後の交渉で可能であろう

とのＩＴＰの見解である。

(４) 見積書の有効期限

１) 種々の見積書を取得したが、最大で 2001 年の 12 月末迄から一般的な３ヶ月まで混

在している。
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